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議案第 26 号 

 

   専決処分につき承認を求めることについて 

 

 生駒市税条例の一部を改正する条例を定めることについては、市議会を招集す

る時間的余裕がなかったため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９

条第１項の規定により、平成２２年３月３１日別紙のとおり処分したから、同条

第３項の規定により、これを報告し、承認を求める。 

 

  平成２２年４月２８日提出 

                       生駒市長 山 下  真   
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専第 ２ 号 

 

専 決 処 分 書 

 

生駒市税条例の一部を改正する条例を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１７９条第１項の規定により、専決処分する。 

 

平成２２年３月３１日 

 

生駒市長 山 下  真 

 

生駒市税条例の一部を改正する条例 

生駒市税条例（昭和５０年１２月生駒市条例第３１号）の一部を次のように改

正する。 

第３７条第２項中「及び公的年金等に係る所得」を削り、「前項の規定」を「

同項の規定」に改め、同条第３項中「及び公的年金等に係る所得」を削り、同条

第５項を同条第６項とし、同条第４項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の

１項を加える。 

４ 第１項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、

かつ、当該年度の初日において第４４条の２第１項に規定する老齢等年金給付

の支払を受けている年齢６５歳以上の者である場合における前２項の規定の適

用については、これらの規定中「給与所得以外」とあるのは、「給与所得及び

公的年金等に係る所得以外」とする。 

第３８条第１項中「前条第４項」を「前条第５項」に改める。 

第４５条第６項中「第２条第１２号の７の５」を「第２条第１２号の７の７」
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に、「本項」を「この項」に改める。 

附則第１６条の４を削り、附則第１６条の５を附則第１６条の４とし、附則第

１６条の６を附則第１６条の５とする。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 改正後の生駒市税条例（以下「新条例」という｡)の規定中個人の市民税

に関する部分は、平成２２年度以後の年度分の個人の市民税について適用

し、平成２１年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 平成２２年度分の個人の市民税についての新条例第３７条第２項（同条第

４項の規定により読み替えて適用する場合を除く ｡)の規定の適用について

は、同条第２項中「給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法に

よって徴収されたい旨の記載があるとき」とあるのは、「給与所得及び公的

年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収

されたい旨の記載があるとき、又は当該給与所得者の前年中の所得に公的年

金等に係る所得がある場合において平成２２年４月３０日までに給与所得以

外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の申出が

あるとき」とする。 

３ 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平成２２年４月１日以後に開

始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法

人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び

同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例に

よる。 
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議案第 27 号 

 

   専決処分につき承認を求めることについて 

 

 生駒市都市計画税条例の一部を改正する条例を定めることについては、市議会

を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１７９条第１項の規定により、平成２２年３月３１日別紙のとおり処分したか

ら、同条第３項の規定により、これを報告し、承認を求める。 

 

  平成２２年４月２８日提出 

                       生駒市長 山 下  真   
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専第 ３ 号 

 

専 決 処 分 書 

 

生駒市都市計画税条例の一部を改正する条例を地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１７９条第１項の規定により、専決処分する。 

 

平成２２年３月３１日 

 

生駒市長 山 下  真 

 

生駒市都市計画税条例の一部を改正する条例 

生駒市都市計画税条例（昭和５０年１２月生駒市条例第３２号）の一部を次の

ように改正する。 

附則第９条中「附則第１５条第２項、第１３項、第２８項、第２９項、第３３

項、第３６項、第３７項、第３９項、第４０項、第４２項から第４５項まで、第

４７項、第４９項から第５５項まで若しくは第５７項」を「附則第１５条第１

項、第９項、第２３項、第２６項、第３０項、第３１項、第３３項から第３６項

まで、第３８項、第４０項、第４１項、第４３項若しくは第４６項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の生駒市都市計画税条例の規定は、平成２２年度以後の年度分の都

市計画税について適用し、平成２１年度分までの都市計画税については、な

お従前の例による。 
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議案第 28 号 

 

   専決処分につき承認を求めることについて 

 

 生駒市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めることについては、市

議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１７９条第１項の規定により、平成２２年３月３１日別紙のとおり処分し

たから、同条第３項の規定により、これを報告し、承認を求める。 

 

  平成２２年４月２８日提出 

                       生駒市長 山 下  真   
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専第 ４ 号 

 

専 決 処 分 書 

 

生駒市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第１７９条第１項の規定により、専決処分する。 

 

平成２２年３月３１日 

 

生駒市長 山 下  真 

 

生駒市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

生駒市国民健康保険税条例（平成１２年３月生駒市条例第７号）の一部を次の

ように改正する。 

第２３条第１号から第３号までの規定中「第７０３条の５第１項」を「第７０

３条の５」に、「法第３１４条の２第２項に規定する金額」を「３３０，０００

円」に改める。 

第２３条の次に次の１条を加える。 

（特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

第２３条の２ 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する

国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等（

法第７０３条の５の２第２項に規定する特例対象被保険者等をいう。第２４条

の２において同じ｡)である場合における第３条及び前条の規定の適用について

は、第３条第１項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額

（第２３条の２に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含ま
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れている場合においては、当該給与所得については、所得税法第２８条第２項

の規定によって計算した金額の１００分の３０に相当する金額によるものとす

る。次項において同じ｡)」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２

第２項」と、前条第１号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額（次条に規

定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合におい

ては、当該給与所得については、所得税法第２８条第２項の規定によって計算

した金額の１００分の３０に相当する金額によるものとする。次号及び第３号

において同じ｡)」とする。 

第２４条の次に次の１条を加える。 

（特例対象被保険者等に係る申告） 

第２４条の２ 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する

国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等で

ある場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認め

る事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者

証（雇用保険法施行規則（昭和５０年労働省令第３号）第１７条の２第１項第

１号に規定するものをいう｡)その他の特例対象被保険者等であることの事実を

証明する書類を提示しなければならない。 

附則第３項中「第７０３条の５第１項」を「第７０３条の５」に改め、附則第

８項中「その世帯の」を「その世帯に」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の生駒市国民健康保険税条例の規定は、平成２２年度以後の年度分の
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国民健康保険税について適用し、平成２１年度分までの国民健康保険税につい

ては、なお従前の例による。 
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議案第 29 号 

 

生駒市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２２年４月２８日 

                       生駒市長 山 下  真 

 

生駒市税条例の一部を改正する条例 

生駒市税条例（昭和５０年１２月生駒市条例第３１号）の一部を次のように改

正する。 

 附則第２５条の３第１項中「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地

方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法

及び地方税法の特例等に関する法律」に、「租税条約実施特例法」を「租税条約

等実施特例法」に改め、同条第２項第３号、第３項及び第５項第３号中「租税条

約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同条第６項中「租税条約実

施特例法」を「租税条約等実施特例法」に、「租税条約の実施に伴う所得税法、

法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得

税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める。 

 附則第２５条の４第１項中「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法

」に改める。 

附 則 

この条例は、平成２２年６月１日から施行する。 
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議案第 30 号 

 

生駒市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２２年４月２８日 

                       生駒市長 山 下  真 

 

生駒市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

生駒市国民健康保険税条例（平成１２年３月生駒市条例第７号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第２項中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という｡)

第７０３条の４第１２項の政令で定める金額」を「５０万円」に、「当該政令で

定める金額」を「５０万円」に改め、同条第３項中「法第７０３条の４第２１項

の政令で定める金額」を「１３万円」に、「当該政令で定める金額」を「１３万

円」に改める。 

第３条第１項中「法」を「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」

という｡)」に改める。 

第２３条中「法第７０３条の４第１２項の政令で定める金額を超える場合に

は、当該政令で定める金額」を「５０万円を超える場合には、５０万円」に、「

第２条第３項本文」を「同条第３項本文」に、「法第７０３条の４第２１項の政

令で定める金額を超える場合には、当該政令で定める金額」を「１３万円を超え

る場合には、１３万円」に、「第２条第４項本文」を「同条第４項本文」に改め

る。 
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附則第１４項中「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特

例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税

法の特例等に関する法律」に、「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例

法」に改め、附則第１５項中「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法

」に、「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関す

る法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等

に関する法律」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第１４項及び第１５項の

改正規定は、平成２２年６月１日から施行する。 
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議案第 31 号 

 

   生駒市病院事業推進委員会委員の委嘱について 

 

 生駒市病院事業推進委員会の委員に下記の者を委嘱したいから、生駒市病院事

業の設置等に関する条例（平成２１年６月生駒市条例第２３号）第１７条第４項

の規定により、議会の同意を求める。 

記 

 住  所  生駒市●●●●●●●●●●●●●● 

 氏  名  梅 川 智三郎 

 生年月日  昭和●●年●月●●日 

 

 住  所  生駒市●●●●●●●●●● 

 氏  名  山 上 正 仁 

 生年月日  昭和●●年●●月●日 

 

  平成２２年４月２８日提出 

                       生駒市長 山 下  真   
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